
船舶事故調査報告書 

令和５年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和５年３月２０日 ０９時３９分ごろ 

発生場所 関門港砂
すな

津
つ

航路（砂津航路第２号灯浮標） 

 砂津防波堤灯台から真方位０３７°９００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.０′ 東経１３０°５４.０′） 

事故の概要  貨物船第十八すみふく丸は、航行中、灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 令和５年４月１０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第十八すみふく丸、４９９トン 

 １４２３５４、三福海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船尾部外板に擦過傷 

灯浮標 浮体銅板に擦過傷、マーキング装置１本に折損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時、潮流 西流約２.６ノット（kn）   

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、船長が単独で手動操舵により操

船し、関門港小倉区西方の企業専用桟橋に向けて同港小倉区砂津東部

岸壁を出航した。 

船長は、砂津航路を北東進中、左舷前方に関門航路を東進する貨物

船（以下「東航船」という。）を、右舷前方に漁労中と思われる２隻

の漁船をそれぞれ認めたとき、関門海峡海上交通センターから国際Ｖ

ＨＦ無線電話で東航船の後方から関門航路に入航するように情報提供

を受け、約５.０knの対地速力となるよう調整しつつ、東航船及び同

漁船２隻の動静を見ながら航行した。 

船長は、東航船の後方から関門航路に入航しようと左転し、砂津航

路第２号灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）の東方に向けて北西

進中、西方への潮流により圧流されて本件灯浮標に接近していること

に気付き、衝突の危険を感じて増速し本件灯浮標から離れようとした

が、本船の左舷船尾部が本件灯浮標に衝突した。 

船長は、東航船及び漁船２隻の動静を見ながら操船していたので、

本船が西方に圧流されながら本件灯浮標に接近していることに気付く

のが遅れたと本事故後に思った。 

分析  本船は、約２.６knの西方への潮流を受ける状況下、砂津航路から関

門航路に向けて北西進中、船長が、東航船の後方から同航路に入航しよ

うと、東航船及び漁船の動静に意識を向けて操船していたことから、本



船が西方に圧流されながら本件灯浮標に接近していることに気付くのが

遅れ、左舷船尾部が本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、約２.６knの西方への潮流を受ける状況下、砂

津航路から関門航路に向けて北西進中、船長が、東航船の後方から同航

路に入航しようと、東航船及び漁船の動静に意識を向けて操船していた

ため、本船が西方に圧流されながら本件灯浮標に接近していることに気

付くのが遅れ、左舷船尾部が本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

  ・船長は、航行中に他船を認めた場合、他船の動静のみに注意を向

けることなく、風、潮流等の影響を考慮した上で、航路標識等と

の安全な距離を確保するなど、周囲の状況を常時把握し安全運航

に努めること。 

 


